
川西市公営霊園墓地使用権返還手続の流れ

☎072-740-1165

公社による原状復帰確認

永代使用料・管理料等の清算

管理料等を相殺し、永代使用料に一部返還金が生じる場合は、使用者名義の口座に振込

(注1)埋蔵証明書発行手数

料は1体につき1,000円

返還手続完了後は発行不可

(注2)手続、必要書類等につ

いては、川西市役所1階市民

課にお問合せください。

使用者において巻石・墓石の撤去事業者を決める

事業者による巻石・墓石の撤去(注3)

遺骨を改葬先へ埋蔵(注3） (注3)遺骨の改葬について

は、巻石・墓石の撤去と

同時に行っても可

現使用者死亡

巻石、墓石を設置している

墓地を返還したい

使用権の承継手続

承継完了後、承継者

が左記現使用者とし

て返還手続を行う

現使用者である(代理人等が手続する場合は使用者の委任状が必要)

返還届出書(実印押印)の提出【添付書類：使用許可書(原本)、印鑑登録証明書(3か月以内のもの)、通帳等のコピー】

巻石、墓石を設置し

ていない

遺骨が埋蔵されて

いない

改葬先におい

て改葬許可書

が必要

公社にて埋蔵

証明書(注1)発

行

改葬先にお

いて改葬許

可書不要

川西市役所に

て改葬許可書

発行申請⇒取

得(注2)

遺骨が埋蔵されている

使用者において遺骨の改葬先を決める


